
平成１８年度 第６回 北九州市地方独立行政法人評価委員会 

（議事要旨） 
 
 
１ 日 時： 平成１８年８月８日（火） １６：３０～１７：００ 
 
２ 場 所： 市役所庁舎 １５階 特別会議室 C 
 
３ 出席者： 
 ○委 員（五十音順） 
   ・石田委員長、片山委員、城水委員、福地委員 
 ○市 側 
   ＜総務市民局＞ 
    ・山口総務市民局長、梅本経営企画室長、中西経営企画室主幹 他 

 
４ 議 題 
（１）平成１７年度公立大学法人北九州市立大学の業務の実績に関する評価案の決定について 

（２）平成１７年度公立大学法人北九州市立大学の業務の実績に関する評価結果の大学への 

通知、及び市長への報告について 

（３）その他
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５ 議事 （要旨） 
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 それでは、「平成１７年度公立大学法人北九州市立大学の業務の実績に関す

る評価案の決定」についてです。それでは事務局より説明をお願いします。

 

《第５回委員会からの変更点について説明》 

 

 ただいま事務局から「当委員会の評価案」について説明がありました。委

員の皆様、質問・意見等があれば、お願いします。 

 

 大学側の自己評価と委員会の評価は一致したのですか。 

 

 １９３項目のうち、全部で６項目が一致しておりません。 

 

 全体評価の中で“情報公開とも相まっても市民の・・・”とあるが、“情報

公開とも相まって、早くも市民の・・・”の間違いではありませんか。 

 

それでは、先の点を修正して、「平成１７年度公立大学法人北九州市立大学

の業務の実績に関する評価結果（案）」を当委員会の「評価案」と決定したい

と思いますがよろしいでしょうか。 

 

《異議なし》 

 

 

 

 

それでは次の議題にうつらせていただきます。次は、「平成１７年度公立大

学法人北九州市立大学の業務の実績に関する評価結果の大学への通知、及び

市長への報告について」についてです。それでは事務局より説明をお願いし

ます。 

 

北九州市立大学には、この「評価案」に意見がある場合、「評価結果に対す

る意見の申立」を８月１１日までに行うよう資料２の様式で通知します。 

『意見が無い場合』は、この「評価案」を当委員会の「評価結果」として

確定し、『意見がある場合』には、もう一度、当評価委員会にて、意見への対

応を審議し、委員会としての評価を確定していただきます。 

（２）平成１７年度公立大学法人北九州市立大学の業務の実績に関する評価

結果の大学への通知、及び市長への報告について 

（１）平成１７年度公立大学法人北九州市立大学の業務の実績に関する評価

案の決定について 
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そして、評価の確定後、当委員会としての「評価結果」を資料３の様式で

大学へ通知し、資料４の様式で北九州市長へ報告させていただきます。 

市長への報告につきましては、８月２１日に、当委員会を代表して、石田

委員長より「評価結果書」を市長へお渡しいただきたいと考えております。

 

ただいま事務局から「評価結果の大学への通知、評価結果書の市長への報

告」について説明がありました。委員の皆様、質問等があれば、お願いしま

す。 

 

 記者発表は行わないのですか。 

 

 今のところ考えていませんが、検討させていただきます。 

 

大学から意見の申し出があった場合は、委員の皆様に再度お集まりいただ

くことになりますが、その時はご協力をお願いいたします。 

 

《各委員了承》 

 

それでは、資料２から資料４につきましては、事務局から説明のとおりに

決定いたします。 

 

《各委員了承》 

 

 

（３）その他 
それでは次の議題「その他」です。総務市民局山口局長よりご挨拶があり

ますのでよろしくお願いします。 

 

《総務市民局長 挨拶》 

 

それでは本日の委員会は終わらせていただきたいと思います。委員の皆様、

非常にタイトなスケジュールでの中、いろいろご苦労かけましたがお疲れ様

でした。 

 

≪委員会終了≫ 
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